大野町高度処理型合併浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

（目的）
第１条　この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁の進行を防止し、生活環境の保全を図るため、町が行う高度処理型合併浄化槽設置整備事業の補助金交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
（補助対象浄化槽）
第２条　この要綱において、補助対象となる浄化槽は、窒素除去能力以上を有する高度処理型の浄化槽とし、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号。以下「法」という。）第２条第１号に規定するし尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、かつ、生物化学的酸素要求量（以下「BOD」という。）除去率９５％以上、放流水のBOD１０mg／l（日間平均値）以下、総窒素濃度及び浮遊物質量が１０mg／l以下の機能を有するものをいう。
（補助対象事業等）
第３条　町長は、次の各号に定める地域内に住所を有する者（居住の用に供する建物の完成後に住所を有する者を含む。）で、居住の用に供する建物に処理対象人員５０人以下の高度処理型合併浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。この場合において、設置には単独浄化槽及びくみ取り槽の撤去に必要な工事（高度処理型合併浄化槽設置にあたり撤去が必要な場合に限る。）、単独浄化槽及びくみ取り槽から高度処理型合併浄化槽への転換（建物の建て替え、増築又は改築に伴う場合を除く。）に付帯して行う宅内配管工事（浄化槽への流入管（トイレ、台所、洗面所、風呂等からの排水）、ますの設置及び建物の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事）を含むものとする。
（１）　下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項又は第２５条の３第１項の事業計画に定められた予定処理区域（以下「下水道事業計画区域」という。）及び農業集落排水施設による予定処理区域（以下「農業集落排水計画区域」という。）以外の地域
（２）　下水道の整備が原則として７年以上見込まれない下水道事業計画区域内の地域であって、水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）第１４条の８第１項に規定する生活排水対策重点地域に該当する地域
（３）　前各号にかかわらず町長が特に認めた場合
２　前項に規定する高度処理型合併浄化槽は次の各号に適合するものとする。
（１）　全国合併浄化槽普及促進市町村協議会（以下「全浄協」という。）の機能保障制度の登録をうけていること。
（２）　社団法人全国浄化槽団体連合会（以下「全浄連」という。）の機能保証制度又は社団法人岐阜県浄化槽連合会（以下「岐浄連」という。）の生涯機能保証制度の登録をうけていること。
３　第１項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、補助金を交付しない。
（１）　法第５条第１項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項の規定に基づく確認を受けずに高度処理型合併浄化槽を設置しようとする者
（２）　販売又は賃貸の目的で建物を建築し又は所有している者
（３）　交付申請しようとする者であって、本人、世帯員及び設置浄化槽に排水する建物に居住する者のうちに町税等（大野町税条例（昭和３６年大野町条例第１４号）第３条第１項に掲げる町民税、固定資産税及び軽自動車税並びに当該町税に係る延滞金）を滞納している者があるもの
（４）　合併処理浄化槽が設置された建物の建て替え、増築若しくは改築に伴い高度処理型合併浄化槽を設置し、又は既設合併処理浄化槽の更新のため高度処理型合併浄化槽を設置する者
（５）　その他町長が適当でないと認めた者
（補助金額）
第４条　新設の高度処理型合併浄化槽に対する補助金の額は、高度処理型合併浄化槽の設置に要する費用の１０分の９以内とする。ただし、別表の人槽区分欄に掲げる区分に応じ、補助限度額欄に定める額を限度とする。
２　前条第１項の単独浄化槽の撤去工事を伴う場合は、別表の補助限度額欄に定める額に撤去に必要な費用を加えるものとする。ただし、加算額は１５０千円を限度とする。
３　前条第１項のくみ取り槽の撤去工事を伴う場合は、別表の補助限度額欄に定める額に撤去に必要な費用を加えるものとする。ただし、加算額は１２０千円を限度とする。
４　前条第１項の宅内配管工事を伴う場合は、別表の補助限度額欄に定める額に宅内配管に必要な費用の１０分の９の額を加えるものとする。ただし、加算の額は３３０千円を限度とする。
（補助金交付申請）
第５条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金交付申請書（様式第１号）に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
（１）　浄化槽設置届出書又は浄化槽設置通知書の写し
（２）　浄化槽工事請負契約書の写し
（３）　全浄協登録証の写し
（４）　全浄協登録浄化槽管理票C票
（５）　全浄連の機能保証登録証又は岐浄連の生涯機能保証登録証
（６）　その他町長が必要と認める書類
（補助金交付決定）
第６条　町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
２　町長は、前項の規定により、補助金を交付するとして決定した者に対しては、補助金交付決定通知書（様式第２号）により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書（様式第３号）によりそれぞれ通知する。
（変更承認申請等）
第７条　前条第２項の規定により補助金交付決定を受けた者（以下「補助対象者」という。）は、同項の補助金交付決定を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、補助金変更承認申請書（様式第４号）を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
２　補助対象者は、補助事業が予定の期間内までに完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
（中間検査）
第８条　町長は、補助事業を適正に執行するため、高度処理型合併浄化槽の据付工事の状況を、必要に応じ施工現場において確認及び中間検査をする。
（事業実績報告）
第９条　補助対象者は、補助金に係る事業が完了したときは、事業完了後３０日以内又は、事業年度の２月２０日のいずれか早い日までに事業実績報告書（様式第５号）に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
（１）　法定検査の依頼書又はそれに代わる書類の写し
（２）　浄化槽保守点検・清掃との業務委託契約書又はそれに代わる書類の写し
（３）　浄化槽工事チェックリスト
（４）　浄化槽施工工事写真一式
（５）　位置図・平面図・配管図面一式
（６）　工事内訳明細書
（７）　その他町長が必要と認める書類
（完成検査）
第１０条　町長は、補助事業を適正に執行するため、高度処理型合併浄化槽の設置工事の状況を施工現場において確認及び完成検査をする。
（補助金交付額の確定）
第１１条　町長は、第９条の規定により提出された事業実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金交付申請書の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書（様式第６号）により補助対象者に通知する。
（補助金の請求）
第１２条　町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書（様式第７号）による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。なお、補助金交付請求書は当該年度末までに提出しなければならない。
（補助金交付決定の取り消し、返還）
第１３条　町長は、補助金の確定通知又は補助金の交付を受けた者が、この要綱に反する行為があると認めたときは、当該決定の全部又は、一部を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
（その他）
第１４条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附　則
　この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。
附　則
この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
附　則
　この要綱は、令和５年４月１日から施行する。
附　則
　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
（経過措置）
２　令和４年度以前の会計年度に属する町税に係る督促手数料については、この要綱による改正後の大野町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱、大野町高度処理型合併浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、大野町高度処理型合併浄化槽（戸建分譲住宅）設置整備事業補助金交付要綱、大野町国民健康保険等の被保険者に係る人間ドック費用助成事業実施要綱、大野町木造住宅耐震診断事業実施要綱、大野町定期路線乗合バス乗車券に対する助成事業実施要綱、大野町担い手支援特別対策事業補助金交付要綱、大野町防災士養成事業補助金交付要綱、大野町高校生通学定期券等補助金交付要綱、大野町空家等改修補助金交付要綱、大野町空家等除却補助金交付要綱、大野町高齢者等買物支援助成事業実施要綱、大野町荒廃農地等利活用促進事業補助金交付要綱、大野町観光ガイド事業支援補助金交付要綱、大野町結婚新生活支援事業補助金交付要綱、大野町ブロック塀等の安全確保事業に関する補助金交付要綱、定期路線乗合バス（大野名古屋高速系統）回数乗車券購入助成事業実施要綱、学生通学定期券等購入補助金交付要綱、大野町住宅用新エネルギーシステム設置事業補助金交付要綱、大野町まちづくり特産品開発促進事業補助金交付要綱及び大野町新築住宅の移住定住補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
３　この要綱の施行の際、現にこの様式による改正前の要綱の規定により作成さ
　れている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この要綱によ　る改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することがで　きる。

別表（第４条関係）
（単位：円）
	人槽区分
	標準工事費
	補助限度額

	５人槽
	８８２，０００
	７９３，０００

	６～７人槽
	１，０８０，０００
	９７２，０００

	８人槽以上
	１，４０４，０００
	１，２６３，０００


[bookmark: last]













[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
[image: ]
[image: ]

image4.jpeg
—_

\

w

PR 4 5 (F 7 ZR:BIfR)

& H
REFIT & K
s fE T
K 4
i B & £ B oK B OH GF F
£ H H A o+ 7 TN B AR E %2
ST T R BT 5 P AL PR & RV L AE R [

BRGHEEMBAIC OV T, HENEE T
EOLBOEELENOT, AREET.

H

M HENAE DL T
MBIEEDOF 1L
MBI EEDRE L

(FH H)




image5.jpeg
w505 (6 9 ZRBfR)

& H
REFHT K
PO = S C )
K 4
=¥ E B W H &
F A H AT o+
LET

& CABIAR AR E D@ & 3 )
T2 R EFHT 1 BEALHET & PR R B W 22 2852 T L7I2D T, FRED & BV il

1 fBh @A IR E A A H]
2 HESETHHH = A H
3 urEfEHEA A A H
XUNTTEHH
(1) EERAEOKEZEXIZ NI DL EHDOE L
(2)
(3)

VAR ST R« B & OEBEZ AN EIIZ U O EFHDOE L
WAbRETF = > 7 1) A |
(4)

F e T THESE—X (ELE, SHEE LEXPMIIR OG5
M THEOTHEEEL G, )

(5) frEX - FmEX - Bl X —X
(6) FENEDE LK O T HEHENRE
(7) ZFOMETENNLIL LB 5 EHE




image6.jpeg
RFE 6 5 (551 15K:EHR)

o5 ]
£ A H

K

REFHT &

oo & & O o o\ o F

F A H AT THE D &b o T2 REFHT 5 B AL BRAL A DR i LA X (&2 s S 2 i Bh 2o

WTIE, Tt B ZFDREAHETE LT-OTHHT 5,

il
gl

S




image7.jpeg
AR 75 (BB 1 2 5RBE%R)

= A H
REFIT & 1K
s fE
K 4
i B & & FE R F
A H A o 75 CHADMETE DIBF D & - T2 KEF

T e L AL B S DA R R B R S S B & & A S e S HER L £ 9

AL

& i
4= = %2 =
s R 4 GR 1T EHEA X5 ZPr

PRSI A 7 iF Ry HBRAT

AL e N





image1.jpeg
w15 (5 5 ZRBIfR)

REFHT R 1K
Fass £ P
K 4
fiii B & & ff B G EF

FRICHBWT, & AR S OIS 2R E L 72V o T REET S
WU & DA AR AR B i S 2 B A 2 2 5 SROBEIC L D, TRED & B
0 fBE DA 2 HEE LR,

B0

1 RESHT AL AR BT

2 FAbFE ORI 24 TR P E T B

3 HLFED NFE N |

4 G adEWw o & oM |1 B 2 @R - fiEE 3 g

5 bk o & ) (FMEER) |1 AT TEH 2 WETH

6 AATHIFERH & ]

7T BEYMOFTEE 1 K A 2 F D ( )
1 fE= m
2

8 EEMD ik FHAEE (BEHSomiE m)
(ZFoftt OmE n)
9 TITHETL(FE)HFAA A H

F

10 THE%ET (FE)FAH F H H
F
—é-}};h

11 {bAERE A (FE)FH H ] g

MIRA I 1 AHCHIRRER T, MR EE 05 L
LTI AROE DT L

DR D T L

i R A FLEE C o

A OO B (AT B A 72 1 00 2 VR (AT X A
Z DIITR AL L b 5 BH

S O1 = WD




image2.jpeg
AR 2 75 (5 6 ZRBIfR)

1K
REFNT &

i B & K e o|m o E

£ A HATT THEDOH o 7o, REPE] AP & PR Ll e
Bl MOV TIE, TR EZ N0 Z EICRELTOTEML £,

AL

1 &8 & =
2 AATSRHE
(1) mhxgElx. +F  H AE TICMBFEEZTE T LRTIER 62
VY,
ML, LR OWIRE TICMBIFEZ T T T2 LN TERNEE
L. O COITRICHEITHT, TORAREZZITRITNIEER LR,
(2) MBIRZREIL, MBFEEONEFZEEL, PILXIIEIELE S &95 & &
B B O R OB 2T 72T 7R 6720,
3  FEEki
MBI RAE T, MBISIZRDFTFZRENTE T LI L ik, HEON
= (BRUFE 5 5) ZHIRIZIEE LT nidZe b7ew,
4 SR HREOTVIH L, IKE
TR, MBI OREBIH SUIMEIE DR T 22 7280, T OEMICKT
HDAT#RH 5 LR L XX, BHRREOERET L, —HE2WViE L, Mbhe
DEIXII—HORBZMT DI ENTE D,
5 B e T@BOMEE
AT RAI, BRRRE EOMRE., fNICHET S2bD LT D,

(N
5
M
4
STk
3
Of




image3.jpeg
w375 (5 6 ZRBfR)

1K

oo & R

2 A 1
£

N
H

H AT CTHREED O o 7o KEFHT 5 BE ALY & O v b A

REERE IOV TR, TRROBEHIZ L Y AT ET 5,

H

(PR M)

REFIT R

=53
=

1

B pX

i =L

B

N




